
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力制御アルゴリズムを用いる移動無線通信システムの性能を改善するための方法であ
って、
　伝送中断後に伝送が再開されたかをチェックするステップ（１５）と、
　伝送中断後に伝送が再開されたならば、 を用いて前
記電力制御アルゴリズムを所与の持続時間実施するステップ 前記

および前記所与の持続時間 、電力制御に対する前記伝送中断の影
響を補償するように決定され 方
法。
【請求項２】
　前記 が、増大した電力制御ステップサイズである、
請求項 に記載の方法。
【請求項３】
　前記 および前記所与の持続時間が、予め決定された
値を有する、請求項１ に記載の方法。
【請求項４】
　所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過したと決定される、請求項
１から のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
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修正された電力制御ステップサイズ
であって、 修正された電

力制御ステップサイズ は
ている、前記実施するステップ（１６、１８）とを含む、

修正された電力制御ステップサイズ
１

修正された電力制御ステップサイズ
または２

３



　前記所与の条件が、前記 を用いた連続する電力制御
結果に基づいて満足されるように決定される、請求項 に記載の方法。
【請求項６】
　前記所与の条件が、前記 を用いて得られた２つの連
続する電力制御コマンドが逆であることである、請求項 に記載の方法。
【請求項７】
　前記 および前記所与の持続時間が、前記伝送中断前
の

決定される、請求項１か
ら のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記電力制御が、前記移動無線通信システムのアップリンク伝送方向で実行される、請
求項１から のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記電力制御が、前記移動無線通信システムのダウンリンク伝送方向で実行される、請
求項１から のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記移動無線通信システムが、ＣＤＭＡタイプである、請求項１から のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１１】

力制御アルゴリズムを実行するための手段（４１）と、
　対応する電力制御コマンド（Ｃ１）を移動局（４３）に送信するための手段（４２）と
を備え、
　電力制御アルゴリズムを実行するための前記手段が、
　伝送中断後に伝送が再開されたかをチェックするための手段と、
　伝送中断後に伝送が再開されたならば、 を用いて前
記電力制御アルゴリズムを所与の持続時間実施するための手段 、前記

および前記所与の持続時間 、電力制御に対する前記伝送中断の
影響を補償するように決定され 移動無線通信
ネットワークエンティティ（４０）。
【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

【請求項１７】
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修正された電力制御ステップサイズ
４

修正された電力制御ステップサイズ
５

修正された電力制御ステップサイズ
受信信号電力の変動が最大であれば、前記修正された電力制御ステップサイズおよび前

記所与の持続時間も最大とし、また逆の場合も同様とするように
３

７

７

９

　電

修正された電力制御ステップサイズ
であって 修正された

電力制御ステップサイズ は
ている、前記実施するための手段とを含む、

前記修正された電力制御ステップサイズが、増大した電力制御ステップサイズである、
請求項１１に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、予め決定された
値を有する、請求項１１または１２に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４
０）。

所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過したと決定される、請求項
１１から１３のいずれか一項に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いた連続する電力制御
結果に基づいて満足されるように決定される、請求項１４に記載の移動無線通信ネットワ
ークエンティティ（４０）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いて得られた２つの連
続する電力制御コマンドが逆であることである、請求項１５に記載の移動無線通信ネット
ワークエンティティ（４０）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、前記伝送中断前



【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

【請求項２０】
　

【請求項２１】
動無線通信ネットワークエンティティ（４０’）から電力制御コマンド（Ｃ’１）を

受信するための手段（４４’）と、
　電力制御アルゴリズムを実行するための手段とを備え、
　電力制御アルゴリズムを実行するための前記手段が、
　伝送中断後に伝送が再開されたかをチェックするための手段と、
　伝送中断後に伝送が再開されたならば、 を用いて前
記電力制御アルゴリズムを所与の持続時間実施するための手段 前記

および前記所与の持続時間 、電力制御に対する前記伝送中断の
影響を補償するように決定され

【請求項２２】
　

【請求項２３】
　

【請求項２４】
　

【請求項２５】
　

【請求項２６】
　

【請求項２７】
　

【請求項２８】
　

【請求項２９】
　

【請求項３０】
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の受信信号電力の変動が最大であれば、前記修正された電力制御ステップサイズおよび前
記所与の持続時間も最大とし、また逆の場合も同様とするように決定される、請求項１１
から１３のいずれか一項に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

前記電力制御が、アップリンク伝送方向で実行される、請求項１１から１７のいずれか
一項に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

前記電力制御が、ダウンリンク伝送方向で実行される、請求項１１から１７のいずれか
一項に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

ＣＤＭＡタイプの移動無線通信システムのための、請求項１１から１９のいずれか一項
に記載の移動無線通信ネットワークエンティティ（４０）。

　移

修正された電力制御ステップサイズ
であって、 修正された

電力制御ステップサイズ は
ている、前記実施するための手段とを含む、移動局（４３

’）。

前記修正された電力制御ステップサイズが、増大した電力制御ステップサイズである、
請求項２１に記載の移動局（４３’）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、予め決定された
値を有する、請求項２１または２２に記載の移動局（４３’）。

所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過したと決定される、請求項
２１から２３のいずれか一項に記載の移動局（４３’）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いた連続する電力制御
結果に基づいて満足されるように決定される、請求項２４に記載の移動局（４３’）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いて得られた２つの連
続する電力制御コマンドが逆であることである、請求項２５に記載の移動局（４３’）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、前記伝送中断前
の受信信号電力の変動が最大であれば、前記修正された電力制御ステップサイズおよび前
記所与の持続時間も最大とし、また逆の場合も同様とするように決定される、請求項２１
から２３のいずれか一項に記載の移動局（４３’）。

前記電力制御が、アップリンク伝送方向で実行される、請求項２１から２７のいずれか
一項に記載の移動局（４３’）。

前記電力制御が、ダウンリンク伝送方向で実行される、請求項２１から２７のいずれか
一項に記載の移動局（４３’）。



　

【請求項３１】
力制御アルゴリズムを実行するための手段（４６）と、

　対応する電力制御コマンド（Ｃ２）を移動無線通信ネットワークエンティティ（４８）
に送信するための手段（４７）とを備え、
　電力制御アルゴリズムを実行するための前記手段が、
　伝送中断後に伝送が再開されたかをチェックするための手段と、
　伝送中断後に伝送が再開されたならば、 を用いて前
記電力制御アルゴリズムを所与の持続時間実施するための手段 、前記

および前記所与の持続時間 、電力制御に対する前記伝送中断の
影響を補償するように決定され 移動局（４５
）。
【請求項３２】
　

【請求項３３】
　

【請求項３４】
　

【請求項３５】
　

【請求項３６】
　

【請求項３７】
　

【請求項３８】
　

【請求項３９】
　

【請求項４０】
　

【請求項４１】
　移動局（４５’）から電力制御コマンド（Ｃ’２）を受信するための手段（４９’）と
、
　電力制御アルゴリズムを実行するための手段とを備え、
　電力制御アルゴリズムを実行するための前記手段が、
　伝送中断後に伝送が再開されたかをチェックするための手段と、
　伝送中断後に伝送が再開されたならば、 を用いて前
記電力制御アルゴリズムを所与の持続時間実施するための手段 、前記
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ＣＤＭＡタイプの移動無線通信システムのための、請求項２１から２９のいずれか一項
に記載の移動局（４３’）。

　電

修正された電力制御ステップサイズ
であって 修正された

電力制御ステップサイズ は
ている、前記実施するための手段とを含む、

前記修正された電力制御ステップサイズが、増大した電力制御ステップサイズである、
請求項３１に記載の移動局（４５）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、予め決定された
値を有する、請求項３１または３２に記載の移動局（４５）。

所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過したと決定される、請求項
３１から３３のいずれか一項に記載の移動局（４５）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いた連続する電力制御
結果に基づいて満足されるように決定される、請求項３４に記載の移動局（４５）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いて得られた２つの連
続する電力制御コマンドが逆であることである、請求項３５に記載の移動局（４５）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、前記伝送中断前
の受信信号電力の変動が最大であれば、前記修正された電力制御ステップサイズおよび前
記所与の持続時間も最大とし、また逆の場合も同様とするように決定される、請求項３１
から３３のいずれか一項に記載の移動局（４５）。

前記電力制御が、アップリンク伝送方向で実行される、請求項３１から３７のいずれか
一項に記載の移動局（４５）。

前記電力制御が、ダウンリンク伝送方向で実行される、請求項３１から３７のいずれか
一項に記載の移動局（４５）。

ＣＤＭＡタイプの移動無線通信システムのための、請求項３１から３９のいずれか一項
に記載の移動局（４５）。

修正された電力制御ステップサイズ
であって 修正された



および前記所与の持続時間 、電力制御に対する前記伝送中断の
影響を補償するように決定され 移動ネットワ
ークエンティティ（４８’）。
【請求項４２】
　

【請求項４３】
　

【請求項４４】
　

【請求項４５】
　

【請求項４６】
　

【請求項４７】
　

【請求項４８】
　

【請求項４９】
　

【請求項５０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に移動無線通信システムに関する。
【０００２】
本発明は、より詳細には、ユーザが移動するにもかかわらず、すなわちそのようなシステ
ム内で固定されているインフラストラクチャに対するそれぞれの位置が連続的に変化する
にもかかわらず、（サービス品質、容量等に関して）性能を向上させるようなシステムで
用いられる電力制御技法に関する。
【０００３】
【従来の技術】
本発明は、ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス、Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）タイプの移動無線通信システムに特に適用できる。ＣＤＭＡは、
様々な拡散コードを用いて、幾人かのユーザを同時に同一の周波数で動作状態にすること
を可能にする多重アクセス技法である。
【０００４】
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電力制御ステップサイズ は
ている、前記実施するための手段とを含む、

前記修正された電力制御ステップサイズが、増大した電力制御ステップサイズである、
請求項４１に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、予め決定された
値を有する、請求項４１または４２に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過したと決定される、請求項
４１から４３のいずれか一項に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いた連続する電力制御
結果に基づいて満足されるように決定される、請求項４４に記載の移動ネットワークエン
ティティ（４８’）。

前記所与の条件が、前記修正された電力制御ステップサイズを用いて得られた２つの連
続する電力制御コマンドが逆であることである、請求項４５に記載の移動ネットワークエ
ンティティ（４８’）。

前記修正された電力制御ステップサイズおよび前記所与の持続時間が、前記伝送中断前
の受信信号電力の変動が最大であれば、前記修正された電力制御ステップサイズおよび前
記所与の持続時間も最大とし、また逆の場合も同様とするように決定される、請求項４１
から４３のいずれか一項に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

前記電力制御が、アップリンク伝送方向で実行される、請求項４１から４７のいずれか
一項に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

前記電力制御が、ダウンリンク伝送方向で実行される、請求項４１から４７のいずれか
一項に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。

ＣＤＭＡタイプの移動無線通信システムのための、請求項４１から４９のいずれか一項
に記載の移動ネットワークエンティティ（４８’）。



知られているように、ＣＤＭＡシステムは、２種類の電力制御技法を用いる。すなわち、
いわゆる開ループ電力制御技法、およびいわゆる閉ループ電力制御技法（以下「ＣＬＰＣ
」ともいう）である。これらの電力制御技法としては、たとえば、アップリンク伝送方向
に対するもの、すなわちＭＳ（移動局）からＢＴＳ（基地送受信局）へのものが想起され
る。開ループ電力制御では、ＭＳの送信電力は、そのＭＳがＢＴＳから受信する電力に基
づいて制御される。ＣＬＰＣでは、ＭＳの送信電力は、ＢＴＳの位置で評価されるこのＭ
ＳとＢＴＳの間のリンクの伝送品質に基づいて制御される。
【０００５】
ＭＳとＢＴＳの間のリンクの伝送品質は、ＳＩＲ（信号対妨害比）とも呼ばれる、受信信
号電力と妨害電力の比に依存する。ＭＳのＳＩＲが低い場合、換言すれば、他のＭＳの電
力の方がこのＭＳの電力よりはるかに大きい場合、このＭＳの性能は劇的に低下する。Ｃ
ＬＰＣアルゴリズムにより、各ユーザのＳＩＲをできるだけ一定に保つことが可能になる
。
【０００６】
ＣＬＰＣアルゴリズムの原理は、ＢＴＳが各ＭＳからの受信信号のＳＩＲを周期的に評価
し、この評価したＳＩＲを目標ＳＩＲ（ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ ）と比較するというものであ
る。評価したＳＩＲが目標ＳＩＲより低い場合、ＢＴＳは、ＭＳがその送信電力を上昇さ
せるようにコマンドをＭＳに送信する。逆の場合には、ＢＴＳは、ＭＳがその送信電力を
低下させるようにコマンドをＭＳに送信する。目標ＳＩＲは、必要とするサービス品質に
応じてＢＴＳにより選択される。
【０００７】
効率的であり、かつＳＩＲの変動に対しできるだけ忠実に追随するために、特に環境が高
速に変化する場合では、そのＣＬＰＣは敏速である必要がある。たとえば、ＵＭＴＳ（ユ
ニバーサル移動通信システム、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの第３世代のシステムでは、電力制御コマンドは
、１フレーム内の各スロット毎にＭＳに送信されるのが普通である。（ここでいうスロッ
トとは、こうしたシステムで送信される１つのパケットデータユニット（あるいはフレー
ム）内の時間の基本単位であり、フレーム持続時間は典型的には１０ｍｓに等しく、また
スロット持続時間はフレーム持続時間の１／１６に等しい）。
【０００８】
ここで、伝送が瞬時的に中断を受けざるを得ないような、移動無線通信システムのいくつ
かの状況がある。
【０００９】
たとえば、ＣＤＭＡシステムでは、ＢＴＳからＭＳへ向かうダウンリンク伝送を瞬時的に
中断し、（特にハンドオーバ、特に周波数間ハンドオーバの準備のために、）このＭＳが
、そのダウンリンク伝送に使用している周波数以外の周波数に関する測定ができるように
している。伝送中断を含むこうした伝送モードは、たとえばＵＭＴＳなどの第３世代のシ
ステムでは「スロットモード（ｓｌｏｔｔｅｄ　ｍｏｄｅ）」とも呼ばれる。伝送中断は
１フレーム内の幾つかのスロットにわたり継続することがある。こうした伝送中断の間は
、ＣＬＰＣが中断される。このため、ＢＴＳは、ＭＳに対しそれ以上電力制御コマンドを
送信せず、このＭＳからのアップリンク信号は電力制御されない。アップリンク伝送が同
時に中断されることがあるが、いずれの場合でも、結果として、ＣＬＰＣの効率がかなり
低下し、このシステムの性能がひどく劣化する。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、こうした伝送中断による性能の劣化をできる限り回避することが必要である
。
【００１１】
ＤＴＸのための、すなわち不連続伝送のための電力制御方法が、引例ＷＯ９８３６５０８
に開示されていることに留意すべきであり、該方法では、電力制御コマンドがＤＴＸ状態
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に伴って変化し、特に電力制御コマンドの頻度が、あるＤＴＸ状態で低下する。さらに、
この引例の中では、電力制御が低速となったために起こるエラーは、高速電力制御ステッ
プのサイズより大きくなるように電力制御ステップのサイズを増加させることにより、補
償できることに言及している。しかしこの引例では、電力制御は、このＤＴＸ状態の間は
中断されない。ＤＴＸ、すなわち不連続伝送は、伝送モードに従って、システム内部の妨
害を低下させるために、たとえば音声動作がない場合など伝送すべき情報がない場合には
、無線信号の伝送が停止される伝送モードであることを想起すべきである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明の目的の１つは、電力制御アルゴリズムを用いて移動無線通信システムの性能を改
善するための方法であって、この方法が本質的に、
伝送中断後に伝送が再開されたことを検出するステップと、
そのような検出時に、少なくとも１つの修正されたパラメータを用いて前記電力制御アル
ゴリズムを所与の持続時間実施するステップとを含み、前記少なくとも１つの修正された
パラメータおよび前記所与の持続時間が、電力制御に対する前記伝送中断の影響を補償す
るように決定される方法である。
【００１３】
本発明の別の目的によれば、前記少なくとも１つの修正されたパラメータが、そのアルゴ
リズムの電力制御ステップサイズである。
【００１４】
本発明の別の目的によれば、前記少なくとも１つの修正されたパラメータが、増大した電
力制御ステップサイズである。
【００１５】
本発明の別の目的によれば、前記少なくとも１つの修正されたパラメータおよび前記所与
の持続時間が、予め決定された値を有する。
【００１６】
本発明の別の目的によれば、所与の条件が満足されたときに、前記所与の持続時間が経過
したと決定される。
【００１７】
本発明の別の目的によれば、前記所与の条件が、前記少なくとも１つの修正されたパラメ
ータを用いた連続する電力制御結果に基づいて満足されるように決定される。
【００１８】
本発明の別の目的によれば、前記所与の条件が、前記少なくとも１つの修正されたパラメ
ータを用いて得られた２つの連続する電力制御コマンドが逆であることである。
【００１９】
本発明の別の目的によれば、前記少なくとも１つの修正されたパラメータおよび前記所与
の持続時間が、前記伝送中断前のある期間の電力制御結果に関する統計に基づいて決定さ
れる。
【００２０】
本発明の別の目的によれば、前記電力制御が、前記移動無線通信システムのアップリンク
伝送方向で実行される。
【００２１】
本発明の別の目的によれば、前記電力制御が、前記移動無線通信システムのダウンリンク
伝送方向で実行される。
【００２２】
本発明の別の目的によれば、前記移動無線通信システムが、ＣＤＭＡタイプである。
【００２３】
本発明の別の目的は、こうした方法を実行するための移動無線通信ネットワークエンティ
ティ（特にＢＴＳなど）である。
【００２４】
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本発明の別の目的は、こうした方法を実行するための移動局（ＭＳ）である。
【００２５】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記アップリンク伝送方向で実行するために、移
動無線通信ネットワークエンティティは、
前記方法に従って修正された電力制御アルゴリズムを実行するための手段と、
対応する電力制御コマンドを移動局に送信するための手段と、
を備える。
【００２６】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記アップリンク伝送方向で実行するために、移
動局は、
前記方法に従って移動無線通信ネットワークエンティティから電力制御コマンドを受信す
るための手段を備える。
【００２７】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記アップリンク伝送方向で実行するために、移
動無線通信ネットワークエンティティは、
前記方法に従って修正されていない電力制御アルゴリズムを実施するための手段と、
対応する電力制御コマンドを移動局に送信するための手段と、
を備える。
【００２８】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記アップリンク伝送方向で実行するために、移
動局は、
移動無線通信ネットワークエンティティから電力制御コマンドを受信し、かつ前記方法に
従って前記電力制御コマンドを修正するための手段を備える。
【００２９】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記ダウンリンク伝送方向で実行するために、移
動局は、
前記方法に従って修正された電力制御アルゴリズムを実行するための手段と、対応する電
力制御コマンドを移動無線通信ネットワークエンティティに送信するための手段と、
を備える。
【００３０】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記ダウンリンク伝送方向で実行するために、移
動無線通信ネットワークエンティティは、
前記方法に従って移動局から電力制御コマンドを受信するための手段を備える。
【００３１】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記ダウンリンク伝送方向で実行するために、移
動局は、
前記方法に従って修正されていない電力制御アルゴリズムを実施するための手段と、
対応する電力制御コマンドを移動無線通信ネットワークエンティティに送信するための手
段と、
を備える。
【００３２】
本発明の別の目的によれば、前記方法を前記ダウンリンク伝送方向で実行するために、移
動無線通信ネットワークエンティティは、
移動局から電力制御コマンドを受信し、かつ前記方法に従って前記電力制御コマンドを修
正するための手段を備える。
【００３３】
本発明に関するこれらおよびその他の目的は、添付の図面と関連させた以下の説明からよ
り明瞭となることであろう。
【００３４】
【発明の実施の形態】
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図１に示すように、現行のＣＬＰＣアルゴリズムは、各時刻ｔｉ 毎に、以下のステップを
含む。
【００３５】
ステップ１０において、ＢＴＳは、期間Ｔの間に平均受信ＳＩＲを評価する。
【００３６】
ステップ１１において、ＢＴＳは、このＳＩＲを目標ＳＩＲ（ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ ）と比
較する。
【００３７】
ＳＩＲ＞ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ の場合、ステップ１２において、ＢＴＳは、「低下」電力制
御コマンドをＭＳに送信し、ＭＳにその電力をδｄＢだけ低下させる。ここでδは、この
アルゴリズムの電力制御ステップサイズである。
【００３８】
ＳＩＲ＜ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ の場合、ステップ１３において、ＢＴＳは、「上昇」電力制
御コマンドをＭＳに送信し、ＭＳにその電力をδｄＢだけ上昇させる。
【００３９】
この手順を、ループ１４で示すように、反復期間Ｔで周期的に繰り返す。
【００４０】
このＣＬＰＣアルゴリズムを本発明による方法を含むように修正した一例を、以下に記載
する。しかしこの例は限定的なものではなく、本発明は、アルゴリズムの別の例に応用す
ることも十分あり得ることに留意すべきである。
【００４１】
図１および図２で共通にできるステップは、同じ参照符号で示してある。
【００４２】
図２の例では、
ステップ１０において、ＢＴＳは、期間Ｔの間に平均受信ＳＩＲを評価する。
【００４３】
ステップ１１において、ＢＴＳは、このＳＩＲを目標ＳＩＲ（ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ ）と比
較する。
【００４４】
ＳＩＲ＞ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ の場合、ステップ１２において、ＢＴＳは、「低下」電力制
御コマンドをＭＳに提供し、ＭＳにその電力をδｄＢだけ低下させる。
【００４５】
ＳＩＲ＜ＳＩＲｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ の場合、ステップ１３において、ＢＴＳは、「上昇」電力制
御コマンドをＭＳに提供し、ＭＳにその電力をδｄＢだけ上昇させる。
【００４６】
さらに、ステップ１５において、伝送中断期間Ｔｉｎｔの後に伝送が再開されているか否
かをチェックする、また伝送が再開されている場合は、ステップ１６において、この中断
期間Ｔｉｎｔに続く所与の持続時間Ｔ’がいまだ継続中であるか否かをチェックする。
【００４７】
伝送中断後に伝送が再開されていない場合、または伝送が再開されかつ持続時間Ｔ’が経
過している場合、ステップ１７において、このＭＳに対する電力制御ステップをδ＝δ１

にセットする。ここでδ１ は、修正されていない電力制御ステップサイズに相当する。
【００４８】
伝送中断後に伝送を再開している場合で、持続時間Ｔ’がいまだ継続中の場合は、ステッ
プ１８において、このＭＳに対する電力制御ステップをδ＝δ２ にセットする。ここでδ

２ は、修正された電力制御ステップサイズ、特に増大した電力制御ステップサイズに相当
する。
【００４９】
こうして決定した電力制御ステップサイズδ１ あるいはδ２ を、ステップ１９において、
ステップ１２または１３において提供された「上昇」あるいは「低下」電力制御コマンド
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と結合させ、このＭＳに対する最終的な電力制御コマンドを得る。
【００５０】
この手順を、ループ１４’で示すように、期間Ｔで周期的に繰り返す。
【００５１】
ステップ１５から１９の一部あるいは全部が、ＢＴＳ内、あるいはＭＳ内、あるいは一部
がＢＴＳ内で一部がＭＳ内で実行されることがある。ＭＳに対し送信すべき対応する電力
制御メッセージのサイズの増加を回避するためには、これらのステップはＭＳ内で実行す
ると有利である。
【００５２】
パラメータＴ’およびδ２ は、様々な可能性に従って決定されることがある。
【００５３】
最も簡易な方法では、パラメータＴ’およびδ２ は、予め決定された値を有してよい。た
とえば、Ｔ’＝Ｔｉｎｔおよびδ２ ＝２δ１ という値が、実用上興味あるものであること
が分かっている。
【００５４】
さらに手の込んだ方法では、たとえば、ある条件が満足された時点で、たとえば、電力制
御ステップδ２ により得られた２つ連続する電力制御コマンドが逆になったときに（すな
わち一方が「上昇」電力制御コマンドであり、他方が「低下」電力制御コマンドとなった
ときに）、持続時間Ｔ’が経過したものと決定することがある。
【００５５】
パラメータＴ’およびδ２ はまた、たとえば、前記伝送中断前のある伝送期間の電力制御
結果に関する統計に基づいて決定されることがある。たとえば、中断前の受信信号電力の
変動が最大であれば、δ２ およびＴ’も最大とし、また逆の場合も同様とする。
【００５６】
パラメータＴ’およびδ２ を決定するその他の例も可能である。こうした可能な例をすべ
て網羅したリストをここに掲げることは不可能であると理解されるが、重要なことは、前
記少なくとも１つの修正されたパラメータ（この例ではδ２ ）および前記所与の持続時間
（この例ではＴ’）が、電力制御に対する前記伝送中断の影響を補償するように決定され
ることである。
【００５７】
さらにこれを、アルゴリズムの電力制御ステップサイズ（恐らくこれが実用上最も興味あ
るパラメータではあるが）以外のアルゴリズムの別のパラメータを取り上げることにより
得ることも可能である。
【００５８】
さらに、本発明は、その中断の理由（「スロットモード」「ＤＴＸ」モードなど）を問わ
ず、伝送中断のいかなる事例にも適用される。
【００５９】
本発明はまた、いかなる伝送方向（アップリンクまたはダウンリンク）で実行される電力
制御にも適用される。
【００６０】
本発明はまた、その目的として、こうした方法を実行するために移動局（ＭＳ）の他に、
移動無線通信ネットワーク（特にＢＴＳなど）向けのエンティティを有する。
【００６１】
本発明は、ダウンリンク伝送方向（ＢＴＳからＭＳへの方向）の他にアップリンク伝送方
向（ＭＳからＢＴＳへの方向）への電力制御に用いることができる。
【００６２】
アップリンク方向の場合、
図３に示す、たとえば図２の例で、ステップ１５から１９がＢＴＳ内で実行される場合に
対応する第１の実施形態によれば、
たとえば参照符号４０で示す移動無線通信ネットワークエンティティは、（ここでは取り
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上げないが標準的な）他の標準的手段以外にさらに本質的に、
移動局から受信したＳ１を付した信号から、本方法に従って修正された電力制御アルゴリ
ズムを実行するための手段４１と、
Ｃ１を付した対応する電力制御コマンドを移動局に送信するための手段４２とを備え、
たとえば参照符号４３で示す移動局は、（ここでは取り上げないが標準的な）他の標準的
手段以外にさらに本質的に、
電力制御コマンドＣ１を本方法に従って提供される移動無線通信ネットワークエンティテ
ィから受信するための手段４４を備える。
【００６３】
図４に示す、たとえば図２の例で、ステップ１５から１９がＭＳ内で実行される場合に対
応する第２の実施形態によれば、
たとえば参照符号４０’で示す移動無線通信ネットワークエンティティは、（ここでは取
り上げないが標準的な）他の標準的手段以外にさらに本質的に、
移動局から受信したＳ１を付した信号から、本方法に従って修正されていない電力制御ア
ルゴリズムを実施するための手段４１’と、
Ｃ’１を付した対応する電力制御コマンドを移動局に送信するための手段４２’とを備え
、
たとえば参照符号４３’で示す移動局は、（ここでは取り上げないが標準的な）他の標準
的手段以外にさらに本質的に、
電力制御コマンドＣ’１を移動無線通信ネットワークエンティティから受信し、かつ本方
法に従って前記電力制御コマンドを修正するための手段４４’とを備える。
【００６４】
ダウンリンク方向の場合、
図５に示す第１の実施形態によれば、
たとえば参照符号４５で示す移動局は、（ここでは取り上げないが標準的な）他の標準的
手段以外にさらに本質的に、
移動ネットワークエンティティから受信したＳ２を付した信号から、本方法に従って修正
された電力制御アルゴリズムを実行するための手段４６と、
Ｃ２を付した対応する電力制御コマンドを移動ネットワークエンティティに送信するため
の手段４７とを備え、
たとえば参照符号４８で示す移動無線通信ネットワークエンティティは、（ここでは取り
上げないが標準的な）他の標準的手段以外にさらに本質的に、
電力制御コマンドＣ２を本方法に従って提供される移動局から受信するための手段４９を
備える。
【００６５】
図６に示す第１の実施形態によれば、
たとえば参照符号４５’で示す移動局は、（ここでは取り上げないが標準的な）他の標準
的手段以外にさらに本質的に、
移動ネットワークエンティティから受信したＳ２を付した信号から、本方法に従って修正
されていない電力制御アルゴリズムを実施するための手段４６’と、Ｃ’２を付した対応
する電力制御コマンドを移動ネットワークエンティティに送信するための手段４７’とを
備え、
たとえば参照符号４８’で示す移動無線通信ネットワークエンティティは、（ここでは取
り上げないが標準的な）他の標準的手段以外にさらに本質的に、
電力制御コマンドＣ’２を移動局から受信し、かつ本方法に従って前記電力制御コマンド
を修正するための手段４９’を備える。
【００６６】
当業者に対しては、４１、４１’、４４’、４６、４６’、４９’などの手段は、これら
の機能により上記で行ってきたほどの完全な開示は必要としない。さらに、４２、４４、
４７、４９あるいは４２’、４４’、４７’、４９’などの手段は、この種のシステムで
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知られるいかなる種類のシグナリング手続き、またはプロトコルに従った動作が可能であ
る。したがってこれらの手段もまた、これらの機能により上記で行ってきたほどの完全な
開示は必要としない。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の技術によるＣＬＰＣアルゴリズムを表す図である。
【図２】本発明による方法を含むように修正したＣＬＰＣアルゴリズムを表す図である。
【図３】第１の実施形態による、移動無線通信システムのアップリンク伝送方向で、本発
明による方法を実行するため移動ネットワークエンティティおよび移動局内で必要となる
手段のタイプを表す図である。
【図４】第２の実施形態による、移動無線通信システムのアップリンク伝送方向で、本発
明による方法を実行するため移動ネットワークエンティティおよび移動局内で必要となる
手段のタイプを表す図である。
【図５】第１の実施形態による、移動無線通信システムのダウンリンク伝送方向で、本発
明による方法を実行するため移動局および移動ネットワークエンティティ内で必要となる
手段のタイプを表す図である。
【図６】第２の実施形態による、移動無線通信システムのダウンリンク伝送方向で、本発
明による方法を実行するため移動局および移動ネットワークエンティティ内で必要となる
手段のタイプを表す図である。
【符号の説明】
４０、４０’　本方法をアップリンク方向で実行する移動無線通信ネットワークエンティ
ティ
４１、４６　修正された電力制御アルゴリズムを実行するための手段
４１’、４６’　修正されていない電力制御アルゴリズムを実施するための手段
４２、４２’　電力制御コマンドを移動局に送信するための手段
４３、４３’　本方法をアップリンク方向で実行する移動局
４４　移動無線通信ネットワークエンティティから電力制御コマンド（Ｃ１）を受信する
ための手段
４４’　移動局から電力制御コマンド（Ｃ’１）を受信し、かつ前記方法に従って前記電
力制御コマンドを修正するための手段
４５、４５’　本方法をダウンリンク方向で実行する移動局
４７、４７’　電力制御コマンドを移動局に送信するための手段
４８、４８’　本方法をダウンリンク方向で実行する移動無線通信ネットワークエンティ
ティ
４９　移動局から電力制御コマンド（Ｃ２）を受信するための手段
４９’　移動局から電力制御コマンド（Ｃ’２）を受信し、かつ前記方法に従って前記電
力制御コマンドを修正するための手段
Ｃ１、Ｃ’１、Ｃ２、Ｃ’２　電力制御コマンド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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